
注　： は、交換する部品を示す。

改　善　箇　所　説　明　図

改善措置の内容

全車両、サイドガードステー補強部と燃料タンクバンドのクリアランスを点検し、サイドガードステー

補強部が燃料タンクバンドに近接しているものは、サイドガードステーの補強部を対策品に交換する。

基準不適合発生箇所

補強プレート

サイドガード（巻込防止装置）において、設計検討が不十分なため、サイドガードステーの補強部が

燃料タンクを固定する燃料タンクバンドに近接しているものがある。

そのため、走行中の車両揺動によりサイドガードステー補強部と燃料タンクバンドが干渉し、最悪の

場合、燃料タンクバンドが破損し、燃料タンクが脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。

措置前 措置後

燃料タンクバンドとステー

補強のクリアランスが保た

れていない場合


